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1.はじめに 
 

介五郎（総合支援版）「Ver.6.1.0」では、前バージョンで制限していた実績への取り込みや実績作成が

可能な「確定版」として提供いたします。 

 

請求前には平成 30 年度地域区分の変更や、処遇改善加算等、変更や新規算定する加算・減算がある

場合について、今一度、設定確認をお願いします。 

 

 

変更内容と該当システムの関連表 居 

宅 

重 

度 

行 

動 

同 

行 

児 

発 

放 

デ

イ 

居 

児

発 

計 

相 

児 

相 

＜共通＞ 

 記録票入力画面の請求明細書表示 ● ● ● ● ● ● ●   

 複数児童の上限管理適用の延期 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 （記録票入力）入力不要項目の表示 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 請求書作成時におけるチェックリストについて ● ● ● ●      

           

＜居宅介護＞ 

 「同一建物減算 2」の算定について ●         

 福祉専門職員等連携加算について ●         

          

＜重度訪問介護＞ 

 熟練者同行の場合の提供実績記録票（確認用）  ●        

 熟練者同行の入力について  ●        

 日報での熟練同行について  ●        

 移動支援加算の算定変更  ●        

 行動障害支援連携加算について  ●        

           

＜行動援護＞ 

 未計画の場合の入力   ●       

 行動障害支援指導連携加算について   ●       

＜同行援護＞ 

 同行援護のサービス入力について    ●      

 ヘルパー資格の選択について    ●      

 盲ろう者に対する同行について    ●      
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 時間給計算の項目の見直し    ●      

           

＜通所支援共通＞ 

 移行支援加算の入力     ● ●    

 身体拘束廃止未実施減算・自己評価結果等未公表減算の

入力 

    ● ●    

 送迎加算の明細書での名称     ● ●    

           

＜居宅訪問型児童発達支援＞ 

 居宅訪問型児童発達支援の入力       ●   

           

＜計画相談支援＞ 

 実績入力画面        ● ● 

 相談支援実績取込画面        ● ● 

 標準計画数を超える場合の減算について        ● ● 

 請求書作成        ● ● 
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2.システム共通 
 

2-1.記録票入力画面の請求明細書表示 

今回のバージョンで制限が解除され、平成 30年 4 月以降の「記録表予定（実績）入力」画面の「請

求明細書」タブにて、サービス名及び計算値等の明細が表示されるようになりました。 

実績入力画面での取込や入力の際には自動的に反映されます。 

 

＜記録票予定入力 請求明細書＞ 

 

 

 

実績入力画面での取込や入力の際には自動的に反映されますが、バージョンアップ前に予定の入力をし

ていた場合、請求明細書は空欄となります。予定入力画面で請求明細書を表示させたい場合は、再計算

ボタンをクリックすることで反映されます。（必須の作業ではありません） 
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2-2.複数児童の上限管理適用の延期 

 

介五郎の前バージョンにて、同一世帯に複数児童がいた場合の上限管理について項目を追加しました

が、国保連合会のシステム対応時期が未定となったため、介五郎でも入力した内容は請求上影響しない

ようにしました。 

情報として登録していただくことは可能ですが、上限管理票等、請求処理には反映しません。 

 

 

 

 

 

 

複数児童の項目の設定について 

複数児童の項目について、国保連が対応するまでは、

「0-非該当」を選択しておいて問題ありません。 

 

国保連合会での対応が開始されましたら介五郎でも

対応予定ですが、その際にはすでに入力している項目の

選びなおし等が発生する場合があります。ご了承くださ

い。 

 

 

 

拡大 

拡大 

現バージョンでは、ここで入力され

た内容は上限管理票等、請求処理な

どに反映されません。 
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2-3.（記録票入力）入力不要項目の表示 

 

記録票入力画面にてサービスを入力する際に、入力不要な項目がわかりやすくなりました。 

サービスの入力開始をクリックしサービス内容を入力した際に、入力不要な項目はグレーになります。 

 

＜例：身体介護の場合＞ 

 

 

＜例：放課後等デイの場合＞ 

 

 

項目のグレー表示について 

入力項目のグレー表示については、「入力開始」状態の際に反映します。 

「入力確定」状態ではグレー表示はされません。 
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2-4.請求書作成時におけるチェックリストについて 

 

「請求書作成履歴」の「チェックリスト」の様式を変更しました。 

新しく加算項目を追加、変更しています。 

 

＜サービス提供実績記録票（様式 1）チェックリスト＞ 

 

▼平成 30 年 3 月まで 

 

 

▼平成 30 年 4 月以降 

＜居宅介護＞ 

 

「初回加算」「緊急時対応加算」 

「福祉専門職員連携加算」 

「加算回数」の項目追加 
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＜重度訪問介護＞ 

 

＜同行援護＞ 

 

＜行動援護＞ 

 

「初回加算」「緊急時対応加算」 

「行動障害支援連携加算」 

「熟練者同行」の項目追加 

「加算回数」の項目追加 

「初回加算」「緊急時対応加算」 

「加算回数」の項目追加 

「同行援護」の項目追加 

「70%・90%」の項目

を分割 

「初回加算」「緊急時対応加算」 

「行動障害支援指導連携加算」 

「加算回数」の項目追加 
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3.居宅介護 
 

3-1.「同一建物減算 2」の算定について 

 

同一建物減算 2（同一建物に居住する利用者 50人以上にサービス提供する場合に 15%減算）の算定

について、国保連合会のシステムが現時点で未対応のため、介五郎上では「同一建物減算２」のサービ

スを入力した際に警告が表示されるようになりました。「同一建物減算 1」に変更後に登録しなおしてく

ださい。 

 

＜記録票入力画面＞ 例：「身体・同 2」を入力して「入力確定」した際 

 

 

＜一括作成画面＞例：「身体・同 2」のサービスを入力し、「作成開始」を押した際 

 

 

「同一建物減算 2」に該当する場合のレセプトについて 

「同一建物減算 2」に該当する場合、まずは「同一建物減算 1」で請求を行い、後日国保連のシステム

が請求に対応してから過誤申請を行い、「同一建物減算 2」で再請求を行うことになります。 

（参考 大阪国保連：平成３０年度報酬改定に伴う居宅介護及び同行援護の加算等の取扱いについて） 

http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/jiritu_top/kyoukyoudou.html 
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3-2.福祉専門職員等連携加算について 

 

これまでは記録票入力画面「加算項目」タブで入力していた福祉専門職員等連携加算について、明細

行にて入力を行う方法に変更しました。加算を算定する場合は、記録票実績入力画面で入力します。 

 

 

 

記録票（提供票）予定入力及び、日報予定入力画面で入力していた場合でも、取込を行

っても実績には反映されません。「記録票実績入力画面」で再度入力する必要があります。 

 

＜記録票入力画面＞ 

 

 

＜請求明細書画面＞ 

 

 

 

 

 

注意！ 

拡大 
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4.重度訪問介護 
 

4-1.熟練者同行の場合の提供実績記録票（確認用） 

 

平成 30年 4月より、意思疎通が困難な利用者等への同行支援として、障害支援区分６の利用者に対

し、重度訪問介護事業所が新規に採用した従業者により支援が行われる場合において、当該利用者の支

援に熟練した従業者が同行して支援を行う場合の算定に対応しました。 

それに伴い、「提供実績記録票（確認用）」の様式を見直しました。 

 

＜重度訪問介護サービス提供実績記録票（確認用）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

集計欄を「通常サービス提供分」と

「熟練同行提供分」に分けて集計し

ています。 

「熟練同行」対象のサービ

スに（＊）が付きます。 
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4-2.熟練者同行の入力について 

熟練者の同行支援について、以下に 5 つのパターンの入力方法を説明します。 

 

①熟練者が同一時間帯に新任ヘルパーに同行した場合 

 

＜記録票入力＞ 

 
1 行に時間を入力し、熟練の項目にチェックをいれます。派遣人数は「2」を入力します。 

＜請求明細書＞ 

 

 

＜提供実績記録＞ 

 

 

 

重度訪問（1 人目：熟練） 

重度訪問（2 人目：新任） 

10：00 11：00 
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②同一日に熟練ヘルパーと新任ヘルパーが混在した場合 

 

 

 

  

1 行目に時間帯を入力し、熟練の項目にチェックをいれます。派遣人数は「2」を入力します。 

2 行目に後半の時間帯を入力し、熟練のチェックはいれません。派遣人数は「2」を入力します。 

＜請求明細書＞ 

 

 

＜提供実績記録＞ 

 

 

 

  

重度訪問（1 人目：熟練） 

重度訪問（2 人目：新任） 

10：00 11：00 13：00 

重度訪問（1 人目：熟練） 

重度訪問（2 人目：熟練） 

14：00 
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③熟練者が一部の時間帯に新規ヘルパーに同行した場合 

 

 

 

  

 

 

熟練ヘルパーの訪問時間を 2 人派遣までと 1人派遣の時間帯を分割して考えます。 

同行する時間帯は、熟練にチェックをいれます。派遣人数は「2」を入力します。 

1 人目の残りの時間帯は、熟練にチェックは入れません。派遣人数は「1」を入力します。 

入力確定すると、「熟練ヘルパー」と「新任ヘルパー」の時間帯が分かれて表示されます。 

 

＜請求明細書＞ 

 

 

＜提供実績記録＞ 

 

 

重度訪問（1 人目：熟練） 

重度訪問（2 人目：新任） 

 

10：00 11：00 12：00 

 



16 

 

④熟練者が途中から新任に変わった場合 

 

 

 

 

2 人目の熟練ヘルパーの提供時間を 10：00-11：00 と 11：00-12：00 に分けて考えます。 

前半の訪問時間帯を入力し、「熟練」にチェックせず、派遣人数は「2」を入力します。 

後半の訪問時間帯を入力し、「熟練」にチェックして、派遣人数は「2」を入力します。 

 

＜請求明細書＞ 

 

 

＜提供実績記録＞ 

 

 

 

 

重度訪問（1 人目：熟練） 

重度訪問（2 人目：熟練） 

10：00 11：00 12：00 

重度訪問（1 人目：新任） 
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⑤途中で新任が入れ替わる場合 

 

 

 

  

 

 

1 人目の熟練ヘルパーの提供時間を「10：00-11：00」「11：00-12：00」「12：00-13：00」

「13：00-14：00」に分けて考えます。 

10：00-11：00 は「熟練」にチェックして、派遣人数は「2」を入力します。 

11：00-12：00 は「熟練」にチェックせず、派遣人数は「1」を入力します。 

12：00-13：00 は「熟練」にチェックして、派遣人数は「2」を入力します。 

13：00-14：00 は「熟練」にチェックせず、派遣人数は「1」を入力します。 

入力確定すると、「重複している時間帯」と「それ以外の時間帯」に分解されます 

 

＜請求明細書＞ 

 

 

 

重度訪問（1 人目：熟練） 

重度訪問（2 人目：新任） 

10：00 11：00 12：00 

重度訪問（2 人目：新任） 

13：00 14：00 
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＜提供実績記録＞ 

 

 

 

 

提供時間の異なる二人派遣の入力について 

上記例③のように時間がずれて熟練者が同行する場合、1 人目を時間の分割をせずに入力する方法もあ

ります。その際は、自動的に分割されて記録票は作成されます。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

重度訪問（1 人目：熟練） 

重度訪問（2 人目：新任） 

 

10：00 11：00 12：00 
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＜熟練同行の修正方法＞ 

熟練同行のサービス提供で時間の修正があった場合は下記のいずれかの方法で修正を行います。 

 

例 1：①熟練者が同一時間帯に新任ヘルパーに同行していたが、熟練者のみ 30 分延長した場合。 

①熟練者が提供時間を延長した場合 

 

 

 

 

該当する 11：00-11：30 の行を直接修正します。 

 

例 2：①熟練者が同一時間帯に新任ヘルパーに同行していたが、同行部分で時間を延長した。 

①熟練者及び、新任が提供時間を延長した場合 

 

 

 

 

該当するすべての行を 1行ずつ修正するか、または該当するすべての行を削除して入力しなおします。 

重度訪問（1 人目：熟練） 

重度訪問（2 人目：新任） 

10：00 11：00 11：30 

延長 

12：00 

重度訪問（1 人目：熟練） 

重度訪問（2 人目：新任） 

10：00 11：00 11：30 

延長 

延長 

12：00 

修正 

修正 
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4-3.日報での熟練同行について 

 

日報予定入力画面で熟練同行に該当するサービスの場合、サービス名には、「熟練同行」と表示されま

す。また、日報で実績を追加する際に熟練同行に該当する場合は、熟練同行のチェックボックスをクリ

ックします。 

 

＜利用者別入力画面＞              ＜サービス内容入力画面＞ 

   

 

 

 

 

 

従来の同行（算定は行わない同行）の場合は、請求項目に「同行」が表示されます。 

熟練同行の場合、請求項目は「通常」と表示されますので、ご注意ください。 

 

 

 

注意！ 

拡大 

拡

大 

拡大 
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4-4.移動介護加算の算定変更 

 

移動介護加算を算定する場合のサービス名が変更になりました。 

介五郎での入力方法に変更はありませんが、生成されるサービスコードが変更されています。 

算定方法は本体報酬と同様です。提供時間に応じてサービスコードが生成されます。 

 

①移動支援を 120 分提供した場合 

 

 

 

 

 

②移動支援を 120 分提供した場合うち、最初の 60 分が熟練同行だった場合 

 

 

 

10：00 12：00 

移動 1.0 1.5 2.0 

10：00 12：00 

移動 1.0（1 人目：熟練） 1.5 2.0 

移動 1.0（2 人目：新任） 
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4-5.行動障害支援連携加算について 

 

これまでは記録票入力画面「加算項目」タブで入力していた行動障害支援連携加算について、明細行

にて入力を行う方法に変更しました。加算を算定する場合は、記録票実績入力画面で入力します。 

 

 

 

記録票（提供票）予定入力及び、日報予定入力画面で入力していた場合でも、取込を行

っても実績には反映されません。「記録票実績入力画面」で再度入力する必要があります。 

 

＜記録票入力画面＞ 

 

 

＜請求明細書画面＞ 

 

 

  

注意！ 

拡大 
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5.行動援護 
 

5-1.未計画の場合の入力 

 

措置期間が終了したため、「支援計画シート」及び「支援手順書 兼 記録用紙」が作成されていない場

合、所定単位数の５％を減算することになりました。入力方法はこれまでと変更はありません。 

 

＜記録票予定入力＞ 

 

 

 

＜請求明細書＞ 
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5-2.行動障害支援指導連携加算について 

 

これまでは記録票入力画面「加算項目」タブで入力していた行動障害支援指導連携加算について、明

細行にて入力を行う方法に変更しました。加算を算定する場合は、記録票実績入力画面で入力します。 

 

 

 

記録票（提供票）予定入力及び、日報予定入力画面で入力していた場合でも、取込を行

っても実績には反映されません。「記録票実績入力画面」で再度入力する必要があります。 

 

＜記録票入力画面＞ 

 

 

＜請求明細書画面＞ 

 

 

 

 

 

注意！ 

拡大 
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6.同行援護 
 

6-1.同行援護のサービス入力について 

 

区分 3、区分 4 以上の利用者に対するサービス提供の場合には、直接サービス名を選択します。 

 

 

既存の「同行（身体伴う）」「同行（身体伴わず）」で算定する場合、区分３・区分 4 の

サービス選択はありません。 

 

 

区分３・区分 4 のサービスについて、利用者台帳で該当の障害支援区分を選択していて

も自動的に反映はしません。サービス名で該当のサービス名を選択して下さい。 

 

＜記録票入力＞ 

  

＜請求明細書＞ 

 

注意！ 

注意！ 
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6-2.ヘルパー資格の選択について 

 

同行援護のヘルパー及びサービス提供責任者の要件のうち、同行援護従業者養成研修を修了したものと

見なす経過措置が廃止されました。しかし、盲ろう者が同行援護を利用しやすくなるよう、平成 33

（2021）年３月 31日までの暫定的な措置として、盲ろう者向け通訳・介助員は、同行援護従業者養

成研修を修了したものとみなす措置がとられます。この措置によるヘルパーが行う同行援護については、

所定単位数を減算して算定することになります。 

 

＜記録票予定入力＞ 

  

 

＜選択する資格と算定サービス＞ 

 資格により算定されるサービスコードは以下の通りになります。 

ヘルパー資格 算定 

11-初等 

（初任者研修修了課程等） 

  

12-基礎 

（基礎研修修了課程） 

10%減算（同行（身体伴う）の

場合は 30%減算） 

 

15-通訳初 

（通訳＋初任者研修修了課程等） 

  

16-通訳基 

（通訳＋基礎研修修了課程） 

10%減算  

17-通訳 

（通訳） 

10%減算  



27 

 

6-3.盲ろう者に対する同行について 

 

盲ろう者に対する同行援護の場合、通訳のできるヘルパーが同行した場合にのみ加算が算定されます。 

 

＜記録票予定入力＞ 

 

 

＜選択する資格と算定サービス＞ 

 利用者が盲ろう者の場合、ヘルパーの資格により算定されるサービスコードは以下の通りになります。 

ヘルパー資格 算定 

11-初等 

（初任者研修修了課程等） 

  

12-基礎 

（基礎研修修了課程） 

10%減算  

15-通訳初 

（通訳＋初任者研修修了課程等） 

 25%加算  

16-通訳基 

（通訳＋基礎研修修了課程） 

10%減算＋25%加算  

17-通訳 

（通訳） 

10%減算＋25%加算  

 

 

 

「（盲）」が付いたサービス名を選択した場合でも、ヘルパー資格が「通訳」ではない場合

は通常の算定になります。 

注意！ 
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6-4.時間給計算の項目の見直し 

 

同行援護のサービスにおいて「同行」「同行（盲ろう者）」の項目が追加されました。 

新規作成される場合（初めて時給計算を行う場合や新しい担当者の設定を行う場合）は、自動的に反

映されますが、すでに利用している場合や修正を行場合はあらかじめマスタ読込をして、単価マスタを

作成する必要があります。 

 

 

 

＜設定手順＞ 

 

① 「基本単価マスタ」を開きます。 

  マスタ読込ボタンをクリックします。 
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② 処理確認が表示されるのではい（Y）をクリ

ックしたら、表示される処理完了画面の OK

をクリックします。 

  

 

③ 単価表に「同行援護」「同行援護（盲ろう者）」

が追加されます。 

  

 

④ 同様に「担当者給与単価マスタ」でも同様に

マスタ読込ボタンをクリックして、新しい項

目を表示させてください。 
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7.通所支援共通 
 

7-1. 移行支援加算の入力 

 

 今回の改正で、児童発達支援・放課後等デイサービスに「保育・教育等移行支援加算」、居宅訪問型児

童発達支援に「通所施設移行支援加算」が創設されました。これらの加算を算定する場合、提供実績記

録票に移行日と移行後算定日を記載しておく必要があります。 

 介五郎では記録票入力の加算情報画面に入力欄をもうけました。移行支援加算を算定するときは以下

の説明を読んで入力してください。 

 

 

 

＜記録票入力－加算情報＞ 

 

 

各設定項目 

項目名 説明 

保育・教育等移行支援加算 
児童発達支援・放課後等デイサービスの加算です。算定する場合はチェ

ックを入れて下記の移行日等を入力します。 

通所施設移行支援加算 
居宅訪問型児童発達支援の加算です。算定する場合はチェックを入れて

下記の移行日等を入力します。 

移行日等設定 クリックすると、移行日等の入力画面を開きます。 

 

  

保育・教育等移行支援加算 

通所施設移行支援加算 
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＜記録票入力－移行日等設定＞ 

 

各設定項目 

項目名 説明 

移行日 移行日を入力します。 

移行後算定日 移行後算定日を入力します。 

確定 日付入力後にクリックして、入力内容を確定します。 

 

＜移行支援加算の入力＞ 

 

① メインメニューの記録票入力をクリックしま

す。 

  

 

② 入力したい提供月・利用者を呼び出します。 

  

 

③ 「加算情報」タブをクリックします。 
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④ 「保育・教育等移行支援加算」（＝児童発達支

援・放課後等デイサービス）、「通所施設移行

支援加算」（＝居宅訪問型児童発達支援）のい

ずれかにチェックを入れます。 

 

 （例）画像は放デイの「保育・教育等移行支援

加算」の場合 

  

 

⑤ 移行日等設定をクリックして移行日等の日付

入力画面を開きます。 

  

 

⑥ 日付を入力し、確定をクリックします。 

  

 

⑦ そのほかの必要事項を入力し、F9登録をクリ

ックして登録します。 
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・ 入力した日付は、提供実績記録票下部の該当

欄に反映されます。 

 

【提供記録票の記載】 

（児童発達支援・放課後等デイサービス） 

 

（居宅訪問型児童発達支援） 

 

 

 

 

保育・教育等移行支援加算、及び通所施設移行支援加算については、一度チェックを外

すと、入力した「移行日」「移行後算定日」はクリアされます。 

 

 

注意！ 
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7-2.身体拘束廃止未実施減算・自己評価結果等未公表減算の入力 

 

 改正で新設された「身体拘束廃止未実施減算」「自己評価結果等未公表減算」を算定するときは、事業

所台帳の加算関連入力画面で設定する必要があります。以下の説明を読んで設定してください。 

 

減算名 算定要件 施行開始年月日 

身体拘束廃止未実施減算 

身体拘束等に係る記録をしていない場合、

利用者全員について、1日につき 5単位

を減算。 

H30/04/01～ 

自己評価結果等未公表減算 
自己評価結果等が未公表の場合、所定単位

数の 15％を減算する。 
H31/04/01～ 

 

 

＜事業所台帳－加算関連入力＞ 

 

 

各設定項目 

項目名 説明 

加算種類 
設定する加算・減算の種類を選択します。「31-身体拘束廃止未実施減算」「32-

自己評価結果等未公表減算」を今回のバージョンで追加しています。 

設定値 減算を算定する場合は「1-あり」を選択します。 

開始日 減算の算定を開始する日付を入力します。 

終了日 減算の算定を終了する日付を入力します。 

確定 設定値等を入力したあとにクリックすると、入力内容を確定します。 

明細削除 入力した 1行を削除したいときにクリックします。 
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＜未実施減算・未公表減算の入力＞ 

 

① メインメニューの事業所台帳をクリックしま

す。 

  

 

② 設定したい事業所の台帳を呼び出します。 

  

 

③ 加算関連入力をクリックして加算入力画面を

開きます。 

  

 

④ 加算種類の▼をクリックし「身体拘束廃止未

実施減算」「自己評価結果等未公表減算」のい

ずれかを選択します。 

 

 （例）「32-自己評価結果等未公表減算」を選択 
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⑤ 設定値欄をクリックし、「1-あり」を選択しま

す。 

  

 

⑥ 開始日に減算適用開始日を入力します。 

 

 ※終了日は減算が適用されなくなるまで空白に

しておいてかまいません。 

  

 

⑦ 確定をクリックします。 

  

 

⑧ 事業所台帳画面に戻り、F9 登録をクリックし

て登録します。 

  

 

・ この状態で実績を作成すると、明細欄に減算

用コードが表示されます。 
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既に実績を入力した後に、事業所台帳にて減算を設定した場合は、再計算を行い実績に

反映させる必要があります。 

 

  

注意！ 
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7-3. 送迎加算の算定について 

 

 送迎加算を算定するときに、送迎加算に加配加算を上乗せしている場合は請求明細書に「～送迎加算

（一定条件）」と記載されます。また、送迎加算に同一建物減算も適用している場合は「～送迎加算（同

一敷地）」と記載されます。 

 

項目名 説明 

送迎加算（一定条件） 
看護職員加配加算を算定していて、送迎に運転手以外の職員 1 以上を加配し

ている場合に算定できます。 

送迎加算（同一敷地） 同一建物減算の対象利用者の送迎を行った場合に算定します。 

 

通常入力の場合 

   

加配入力の場合 

   

同一敷地内の場合 

   

加配かつ同一敷地内の場合 

   

 

重度心身障害児の場合 

重度心身障害児の場合は送

迎加算Ⅱが算定されます。  
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8.居宅訪問型児童発達支援 
 

8-1. 居宅訪問型児童発達支援の入力 

  

新設された居宅訪問型児童発達支援を入力するときは、以下の説明を読んで入力してください。 

 

8-1-1. 事業所台帳作成時のポイント 

 最初に居宅訪問型児童発達支援用の事業所台帳を作成する必要があります。作成のときのポイントは

以下になります。 

 

＜事業所台帳＞ 

 

 

 

 

 

サービス種類は「65-居宅訪問型 

児童発達支援」を選択 

処遇改善加算を算定する場合

は加算関連入力をクリックし

て入力画面を開き、加算区分と

開始日を入力 
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8-1-2. 事業所設定 

 次に、事業所台帳で作成した台帳が自事業所のものであることを介五郎に登録します。 

 

＜事業所設定＞ 

 

① 画面左上の「データファイル(S)」－「基本設

定(V)」－「事業所設定(J)」と順番にクリック

し、事業所設定画面を開きます。 

  

 

② 居宅訪問型児童発達支援欄の▼をクリック

し、事業所名を選択します。 

  

 

③ F9登録をクリックします。 

  

 

④ 確認画面が表示されます。はい(Y)をクリック

します。 
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⑤ 完了画面が表示されます。OK をクリックし

ます。 

 

 

 

事業所設定を行っていないと、サービスを入力できなくなります。必ず設定を行ってください。 

 

 

 

  

注意！ 
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8-1-3. 利用者台帳のポイント 

 利用者台帳のサービス種別は「651-居宅訪問型児童発達支援」を選択してください。 
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8-1-4. 記録票入力のポイント 

 居宅訪問型児童発達支援のサービス内容は「居児発」「居児発・専門職員」の 2 種類になります。また、

通所支援計画を作成していなかった場合の減算も記録票入力で設定します。 

 

＜記録票入力＞ 

 

 

各設定項目 

項目名 説明 

サービス内容 

サービス名は「居児発」と「居児発・専門職員」のどちらかを選択します。 

居児発 通常の居宅訪問型児童発達支援です。 

居児発・専門職員 障害児支援の経験が５年以上の理学療法士等の専門職員または

障害児支援の経験が 10 年以上の職員がサービスを実施した場

合に選択します。 

未計画 

通所支援計画の未作成減算を算定する場合に「70％」か「50％」を選択します。 

70％ 減算を適用しはじめて 2 か月までの場合に選択。 

50％ ３か月以上連続して減算を適用する場合に選択。 
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8-1-5. 日報入力のポイント 

 居宅訪問型児童発達支援では、日報入力の一括修正の枠外管理機能が使用できません。 

 

＜日報予定入力＞ 

 

 

一括修正画面では加算や枠外（＝保険外サー

ビス）の一括入力ができますが 

 

 

居宅訪問型児童発達支援は訪問系サービス

に近いので、枠外画面を開いても利用者が表

示されません。 

 

 

※「実績入力画面」で枠外項目を入力するこ

とができます。 

 

 

  

枠外タブ 

利用者が表示されない 
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8-1-6. 給付費請求書 

 給付費請求書を印刷した時は、以下のように記載されます。 

 

【給付費請求書】 【給付費請求明細書】 
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9.相談支援 
 

9-1.実績入力画面 

 

計画相談支援・障害児相談支援においての質のサービスの標準化を図る観点から、介護保険における

居宅介護支援費と同様に、１人の相談支援専門員が１月に実施するサービス利用支援等の標準担当件数

を設定し、標準担当件数を一定程度超過する場合の基本報酬の逓減制が導入されました。そのほか、介

護保険におけるケアプランに合わせ各種加算が追加されています。これにより実績入力画面を大幅に変

更しました。 

 

＜相談支援実績入力画面＞ 

 

各設定項目 

項目名 説明 

No 連番で利用者に振られる番号です。 

ID 利用者 ID を表示します。 

利用者名 利用者名を表示します。 

サービス種類 サービス種類（52-計画相談支援・55-障害児相談支援）を表示します。 

給付区分 請求上の給付区分を表示します。 

 

利用支援費Ⅰ サービス等利用計画書を作成した場合に表示します。（計画数 40件未満） 

利用支援費Ⅱ サービス等利用計画書を作成した場合に表示します。（計画数 40件以上） 

継続支援費Ⅰ モニタリング報告書を作成した場合に表示します。（計画数 40件未満） 

継続支援費Ⅱ モニタリング報告書を作成した場合に表示します。（計画数 40件以上） 

利用継続支援費Ⅰ 
サービス等利用計画書及びモニタリング報告書を作成した場合に表示し

ます。（計画数 40 件未満） 

利用継続支援費Ⅱ サービス等利用計画書及びモニタリング報告書を作成した場合に表示し
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ます。（計画数 40 件以上） 

 

経過的利用支援費Ⅰ 
サービス等利用計画書を作成した場合で経過的支援費を算定する場合に

表示します。（計画数 40件未満） 

経過的利用支援費Ⅱ 
サービス等利用計画書を作成した場合で経過的支援費を算定する場合に

表示します。（計画数 40件以上） 

経過的継続支援費Ⅰ 
モニタリング報告書を作成した場合で経過的支援費を算定する場合に表

示します。（計画数 40 件未満） 

経過的継続支援費Ⅱ 
モニタリング報告書を作成した場合で経過的支援費を算定する場合に表

示します。（計画数 40 件以上） 

経過的利用継続支援費Ⅰ 
サービス等利用計画書及びモニタリング報告書を作成した場合で経過的

支援費を算定する場合に表示します。（計画数 40 件未満） 

経過的利用継続支援費Ⅱ 
サービス等利用計画書及びモニタリング報告書を作成した場合で経過的

支援費を算定する場合に表示します。（計画数 40 件以上） 

上限額管理加算のみ 上限管理加算のみを算定する場合に表示します。 

支援費Ⅱ 支援費Ⅱを選択している場合にチェックを表示します。 

計画作成日 サービス等利用計画書の作成日が表示されます。 

モニタリング日 モニタリング報告書の作成日が表示されます。 

重複減算 居宅重複減算に該当する場合に表示されます。 

 

居Ⅰ 居宅介護支援費Ⅰを重複算定する場合に表示されます。 

居Ⅱ 居宅介護支援費Ⅱを重複算定する場合に表示されます。 

予防 介護予防支援費を重複算定する場合に表示されます。 

事業加算 特定事業所加算を算定する場合に表示されます。（Ⅰ～Ⅳ） 

初回加算 初回加算を算定する場合に〇が表示されます。 

上限加算 上限管理加算を算定する場合に〇が表示されます。 

入院連携 入院時情報連携加算を算定する場合表示されます。（Ⅰ・Ⅱ） 

退院退所 退院・退所加算を算定する場合に回数が表示されます。 

医保連携 医療・保育・教育機関等連携加算を算定する場合に○が表示されます。 

居支連携 居宅介護支援事業所等連携加算を算定する場合に〇が表示されます。 

提供モニタ サービス提供時モニタリング加算を算定する場合に〇が表示されます。 

会議実施 サービス担当者会議実施加算を算定する場合に〇が表示されます。 

行障体制 行動障害支援体制加算を算定する場合に〇が表示されます。 

要医体制 要医療児者支援体制加算を算定する場合に〇が表示されます。 

精神体制 精神障害者支援体制加算を算定する場合に〇が表示されます。 

地域共同 地域体制強化共同支援加算を算定する場合に〇が表示されます。 

拠点強化 地域生活支援拠点等相談強化加算を算定する場合回数が表示されます。 

特地加算 特別地域加算を算定する場合に〇が表示されます。 

単位数 給付単位数が表示されます。 
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＜相談支援サービス内容入力＞ 

 

 

各設定項目 

項目名 説明 

利用者 利用者名を選択します。 

サービス種類 サービス種類（52-計画相談支援・55-障害児相談支援）を選択します。 

給付区分 請求上の給付区分を選択します。 

計画作成日 サービス等利用計画書の作成日が表示されます。 

モニタリング日 モニタリング報告書の作成日が表示されます。 

居宅重複減算 
居宅重複減算に該当する場合に表示されます。 

※取込み時や新規作成時には、利用者台帳の設定が自動反映します。 

 

無し 居宅重複減算に該当しない場合にチェックします。 

居宅介護支援費Ⅰ 居宅介護支援費Ⅰを重複算定する場合にチェックします。 

居宅介護支援費Ⅱ 居宅介護支援費Ⅱを重複算定する場合にチェックします。 

介護予防支援費 介護予防支援費を重複算定する場合にチェックします。 

特定事業所加算 
特定事業所加算を算定する場合にチェックします。（Ⅰ～Ⅳ） 

※取込み時や新規作成時には、事業所台帳の設定が自動反映します。 

初回加算 初回加算を算定する場合にチェックします。 

上限管理加算 上限管理加算を算定する場合にチェックします。 

入院時情報連携加算Ⅰ 入院時情報連携加算Ⅰを算定する場合チェックします。 

入院時情報連携加算Ⅱ 入院時情報連携加算Ⅱを算定する場合チェックします。 

退院・退所加算 退院・退所加算を算定する場合に回数を入力します。 

医療・保育・教育機関等連

携加算 

医療・保育・教育機関等連携加算を算定する場合にチェックします。 

行動障害支援体制加算 
行動障害支援体制加算を算定する場合にチェックします。 

※取込み時や新規作成時には、事業所台帳の設定が自動反映します。 
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要医療児者支援体制加算 
要医療児者支援体制加算を算定する場合にチェックします。 

※取込み時や新規作成時には、事業所台帳の設定が自動反映します。 

精神障害者支援体制加算 
精神障害者支援体制加算を算定する場合にチェックします。 

※取込み時や新規作成時には、事業所台帳の設定が自動反映します。 

サービス提供時モニタリン

グ加算 

サービス提供時モニタリング加算を算定する場合にチェックします。 

サービス担当者会議実施加

算 

サービス担当者会議実施加算を算定する場合にチェックします。 

居宅介護支援事業所等連携

加算 

居宅介護支援事業所等連携加算を算定する場合にチェックします。 

地域体制強化共同支援加算 地域体制強化共同支援加算を算定する場合にチェックします。 

地域生活支援拠点等相談強

化加算 

地域生活支援拠点等相談強化加算を算定する場合に回数を入力します。 

特別地域加算 
特別地域加算を算定する場合にチェックします。 

※取込み時や新規作成時には、利用者台帳の設定が自動反映します。 
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9-2.相談支援実績取込画面 

 

平成 30年 4月以降の作成日の計画案において、サービス等利用計画、モニタリング評価表で設定し

ている「経過的支援費」の状態が確認できるように実績取込画面を変更しました。 

取込前に、「経過的支援費」にチェックをつけておくことで、反映されます。 

 

「経過的支援費」の対象者について 

療養介護、重度障がい者等包括支援、施設入所支援、就労定着支援、自立生活援助及び日中サービス

支援型共同生活援助を除くサービスを利用する者。 

※平成 30 年 4 月 1日から平成 31 年 3 月 31日までは経過的支援費を算定する。 

 

＜相談支援実績取込＞ 

 

 

 

各設定項目 

項目名 説明 

指定 取込み対象者にチェックを入力します。 

ID 利用者 ID を表示します。 

利用者名 利用者名を選択します。 

サービス種類 サービス種類（52-計画相談支援・55-障害児相談支援）を表示します。 

計画 サービス等利用計画書の種類（通常・経過的）を表示します。 

モニタリング モニタリング報告書の種類（通常・経過的）を表示します。 

状態 取込状態を表示します。〇の場合は既に取込済みです。 
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地域区分の設定が出来ていない場合、警告が表示され、下記のメッセージが表示されま

す。事業所台帳で自事業所の平成 30 年度の地域区分を選択して下さい。 

 

 

 

  

注意！ 
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9-3.標準計画数を超える場合の減算について 

 

介護保険の請求に併せて 1 人あたり 40 人を超える場合に請求額が減算されるようになりました。 

実績画面で設定が必要です。 

 

＜相談支援サービス内容入力画面＞ 

 

 

 

＜入力手順＞ 

 

 

① 相談支援実績入力画面にて、減算対象の利用

者の行をダブルクリックします。 
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② サービス内容入力画面にて、給付区分にて名

称の後ろにⅡが付いたサービスコードを選

択します。 

 

 

  

 

③ 給付区分が変わったら、登録（F9）をクリ

ックして登録します。 

 

  

  

④ 登録確認ではい（Y）をクリックし、登録が

完了したら OK をクリックします。 

  

 

⑤ 実績入力画面の支援費Ⅱにチェックが確認

できたら完了です。 
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＜計画相談実績入力画面印刷＞ 

改正に伴い増えた加算の算定状況を確認するための帳票を印刷できます。 

 

 

 

＜印刷手順＞ 

 

① 相談支援実績入力画面にて印刷（F8）をク

リックします。 

  

  

② 印刷確認が表示されるのではい（Y）をクリ

ックします。 

 

 

  

 

③ プレビュー画面が表示されます。必要に応じ

て印刷してください。 
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9-4.請求書作成 

 

相談支援給付費請求書、相談支援給付費明細書の様式が変更されました。それに伴い、請求書作成画

面についても変更しました。 

 

 

 

請求書作成画面について、加算項目の表示をなくしました。 

加算算定の確認については、前項目の実績入力画面で印刷を行い確認してください。 

 

＜作成履歴＞ 

 平成 30 年度より新たに追加された「計画相談支援給付費 明細書」を追加しました。 

 

 

注意！ 
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＜相談支援給付費請求書＞ 

 

 

 

 

＜相談支援給付費明細書＞ 
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